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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月20日(2012.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１筐体と、第２筐体と、前記第１筐体に連結されているヒンジ部と、
前記第２筐体に連結され、前記ヒンジ部とヒンジ回転軸を通して回転可能に連結されたヒ
ンジ本体とを有し、
前記ヒンジ本体は支持部を内含し、前記ヒンジ回転軸は前記第１筐体と前記支持部に連結
し、
前記第１筐体と前記第２筐体が開状態では、前記支持部は前記ヒンジ本体から突出し、
前記第１筐体と前記第２筐体が閉状態では、前記支持部は前記ヒンジ本体から突出しない
ことを特徴とする折畳み式携帯機器。
【請求項２】
請求項１に記載の折畳み式携帯機器において、
前記ヒンジ本体は、前記ヒンジ部により回転可能に挟持されている
ことを特徴とする折畳み式携帯機器。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の折畳み式携帯機器において、
前記ヒンジ本体は副操作面窓を有し、
前記支持部は前記副操作面窓おいて、
前記ヒンジ回転軸の方向に垂直な断面の形状として、円弧形状部分及び前記円弧形状部分
以外の部分を有し、
前記第１筐体と前記第２筐体が開状態では、前記円弧形状部分が前記副操作面窓から突出
し、前記支持部を形成し、
前記第１筐体と前記第２筐体が閉状態では、前記円弧形状部分以外の部分が、前記副操作
面窓と対面することにより前記副操作面窓から突出しない
ことを特徴とする折畳み式携帯機器。
【請求項４】
請求項３に記載の折畳み式携帯機器において、
前記ヒンジ本体は、前記副操作面窓に対向する操作面窓と、前記円弧形状部分以外の部分
に設けられた機能部とを有し、
前記第１筐体と前記第２筐体が開状態では、前記円弧形状部分が前記副操作面窓から突出
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して前記支持部を形成すると共に、前記機能部が前記操作面窓から露出し、
前記第１筐体と前記第２筐体が閉状態では、前記円弧形状部分以外の部分及び前記機能部
が、前記副操作面窓と対面することにより前記副操作面窓から突出しない
ことを特徴とする折畳み式携帯機器。
【請求項５】
請求項３又は４に記載の折畳み式携帯機器において、
前記円弧形状部分以外の部分は平面形状部分である
ことを特徴とする折畳み式携帯機器。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか１項に記載の折畳み式携帯機器において、
前記第１筐体と前記第２筐体が開状態と閉状態の間では、前記支持部の少なくとも一部が
副操作面窓から突出される
ことを特徴とする折畳み式携帯機器。
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